
 

平成１６年１２月２２日

農林水産省生産局 

平成１６年度第３回食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹部会の概

要について  

 下記により食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹部会を開催しましたので概要

をお知らせします。 

記 

１ 日 時：平成１６年１２月１７日（金）１４：３０～１７：２０ 

 

２ 場 所：日本郵政公社本社２階 農林水産省共用会議室Ａ～Ｃ 

      （東京都千代田区霞が関１－３－２） 

 

３ 出席者 

  委員等：別紙[PDF]のとおり（委員・臨時委員・専門委員（小委員長）） 

  事務局：生産局竹原果樹花き課長、米野果実需給調整官、西嶋課長補佐（需給調整

班）等 

 

４ 配付資料：別紙のとおり 

  ※なお、配付資料につきましては、農水省ＨＰに掲載しており、また閲覧用として

報道室に置いてあります。 

 

５ 議事概要 

  今回の果樹部会では、論点整理という形ではなく、今までの議論を整理しつつ、今

後の果樹農業の姿や方向等の明確化につながる議論を行うことで了解された。 

 

 (1)  議論の経緯 

    ８月に果樹部会で取りまとめた「果樹農業振興基本方針の策定に当たっての中

間論点整理」以降、これまでの小委員会における検討状況について、事務局から

資料３について説明を行ったところ、一部の委員より内容確認の質問があった。

 

 (2)  果樹農業振興基本方針の策定に当たっての論点（案） 

    事務局から資料４～６について、説明を行ったところ、委員からの主な意見

は、以下のとおりであった。 

 

 

   ※以下は、資料４の番号で整理。 



 

 １ 産地・担い手 

   (1) 産地のあるべき姿（資料４（以下、略）のＰ１） 

    ① 果樹産地構造改革計画（仮称）の策定に際しては、地域水田農業ビジョン

の策定のように、集落で徹底的に議論したものを積み上げる手法を取り入れ

るべきではないか。 

 

    ② 果樹産地構造改革計画（仮称）の策定手法として、ボトムアップ方式で進

めていく旨を明記すべきであり、また評価手法は、定性的なものが必要で、

果樹の特性を踏まえた効果的な手法を検討すべきではないか。 

 

   (2) 産地における担い手の位置付け、役割分担（Ｐ２） 

    ① 「新規就農者」､「後継者」､「新規に参入した経営者」の概念の整理と表

現の調整が必要ではないか。 

 

    ② 果樹農業の担い手として、「今後とも継続して果樹農業を担っていくと考

えられる多様な経営体についても、産地の実態を踏まえ、一定の要件のもと

で担い手として位置づけるよう配慮が必要」とあるが、「一定の要件のもと

で」の部分は、「産地の実態を踏まえ」という部分があるので、不要ではな

いのか。 

 これに対し、事務局からの「一定の要件」とは、果樹農業を継続する人等

産地が一定の考えで明確化すべきとの考えを回答した。これらを踏まえ、部

会長から委員の指摘も理解できることから、委員の意見に留意して基本方針

を検討することとなった。 

 

   (3) 生産基盤の構造改革（Ｐ２～３）   

     果樹産地では労働力確保が大きな問題で、規模拡大しても雇用確保が困難な

面もあり、国際化の進展の中、他国の事例も参考に、果樹だけでなく農業全体

として今後の課題とすべきではないか。 

 

   (4) その他（Ｐ３～４） 

     高品質の品種導入だけではなく、新品種の開発も重要であり、記述に追加す

べきではないか。 

 

 ２ 経営 

   (1) 需給調整（Ｐ４～５）、(2) 経営支援（Ｐ５～６） 

    ① 小規模基盤整備等を進める等早急に構造改革を進める必要があるものの、

現行の経営安定対策も必要ではないか。また、果樹共済と経営安定対策につ

いては、掛金、拠出金という違いがあり、農業者の受けとめ方が違うのでは

ないか。 

 これに対し、事務局から生産基盤整備の緊急性、共済制度の改善の経緯等

の説明があり、部会長の提案により、方策について引き続き慎重に検討を進

めることとなった。 

 

    ② 早生みかんが供給過剰との記述であるが、早生みかんにも長所があり、過

去に生産拡大してきたことを考慮すべきではないか。 



 

    ③ １９年度以降の経営支援対策の方向は、果樹産地構造改革計画（仮称）に

基づく支援と整理されているが、支援対象は産地なのか、産地を構成する農

業者なのかとの質問に対し、事務局から引き続き議論するものの、現時点の

整理では産地を構成する農業者に対する支援が中心と考えているとの回答が

あった。 

 

 ３ 流通・加工・消費 

   (1) 流通（Ｐ７～８） 

    ① 流通コストの低減において、具体的な目標値はあるのかとの質問に対し、

事務局から流通はいくつかの段階に分かれており、これらが相互に関連して

いることから定量的な設定は困難と説明した。 

 

    ② 今後の果実の輸出振興策として、海外の見本市において各県が個々の取組

より、日本の果物が一つのブースで並べられるようになれば効果的であり、

県を超えた一体的な取組になるよう、国からの積極的な対応が必要ではない

か。 

 

   (2) 加工（Ｐ８～９） 

     みかんについては、生食用に優れた形質を目標に育成されてきたが、国際化

の進展の中、中長期的視点に立って生食用に適し、かつ加工適性に優れた品種

（大玉化等）も必要ではないか。 

 

   (3) 消費（Ｐ９～１１） 

     デコポンのように、品種開発しても生産・消費両面にブランド化として認識

されるまで１５年はかかる一方で、日本の人口減少や高齢化の進展等を背景

に、今後食べる量は小さくなっていくことから、消費動向については、これら

を踏まえ検討すべきではないか。 

 

 

 (3)  今後の検討内容及びスケジュール 

    事務局から資料７・８について説明を行った。 

 

 (4)  果樹農業振興基本方針の構成内容等 

    事務局から資料９について説明を行い、果樹農業振興基本方針の構成内容及び

策定項目である「栽培に適する自然的条件に関する基準の見直しについて了承さ

れた。 

  

【問い合わせ先】 

 生産局果樹花き課企画班 

 担当：中 村・宮 嶋 

 〒100-8950 

 東京都千代田区霞が関1-2-1 



 電話 03-3502-8111（内3622）

 直通 03-3501-3081 



食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹部会委員等一覧

（委員）

◎ 豊 田 隆 東京農工大学大学院農学研究科教授

増 田 淳 子 ジャーナリスト

（臨時委員）

石 川 郁 子 食と生活ジャーナリスト

大 段 隆 前日本園芸農業協同組合連合会理事
(前広島県果実農業協同組合連合会会長)

小田切 徳 美 東京大学大学院農学生命科学研究科助教授

梶 浦 一 郎 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
果樹研究所長

木 村 徳 英 全国果樹研究連合会会長

武 井 喜 一 (社) 全国中央市場青果卸売協会理事
(東京千住青果株式会社代表取締役社長)

中 村 祐 三 全国農業協同組合中央会常務理事

納 口 るり子 筑波大学大学院生命環境科学研究科助教授

畑 江 敬 子 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授

古 野 真理子 前愛媛県女性果樹同志会監事

（専門委員）

浅 沼 和 博 日本園芸農業協同組合連合会指導部長

岩 垣 功 静岡大学農学部教授

岩 崎 由美子 福島大学行政社会学部応用社会学科助教授

江 郷 明 全国農業協同組合連合会園芸販売部長

梶 川 千賀子 岐阜大学応用生物科学部助教授

桂 明 宏 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科講師

金 光 幹 雄 (独) 農業・生物系特定産業技術研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター
果樹生産工学研究単位 主任研究員

川 端 輝 江 女子栄養大学助教授

北 口 美代子 千葉県農業総合研究センター
生産技術部果樹研究室 主席研究員

小 杉 寛 (株) 明治屋本社製品事業本部営業部部長

○ 志 村 勲 東京農工大学名誉教授

○ 徳 田 博 美 三重大学生物資源学部助教授

内 藤 英 代 消費科学連合会企画委員

中 安 章 愛媛大学農学部教授

林 武 幸 日本果物商業協同組合連合会会長

三 原 成 彬 東京青果株式会社常務取締役果実事業本部長

◎：部会長 ○：小委員長 （五十音順、敬称略）
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